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国　税／�平成25年分所得税の確定申告
� 2月16日〜3月17日

国　税／�個人の青色申告の承認申請� 3月17日
国　税／�贈与税の申告� 2月1日〜3月17日
国　税／�2月分源泉所得税の納付� 3月10日
国　税／�個人事業者の25年分消費税の確定申告

� 3月31日
国　税／�1月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）� 3月31日
国　税／�7月決算法人の中間申告� 3月31日
国　税／�4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 3月31日
地方税／�個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

（事業所税）の申告� 3月17日

3 2014（平成26年）

４月から郵便料金引上げに　消費税の4月からの引上げに伴い、郵便料金が引き上げら
れ、通常ハガキは50円から52円に、定形郵便物（封書）の25g以下は80円から82円になり
ます。これに合わせて、2円や52円、82円等の切手が本年3月3日から新たに発行されます。
80円の切手は在庫がなくなり次第販売終了となります。

ワン
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水仙

◆  3 月 の 税 務 と 労 務 3月 （弥生）MARCH

21日・春分の日
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3月号─2

　

被
保
険
者
が
産
前
産
後
休
業
及
び

育
児
休
業
し
た
と
き
に
は
健
康
保
険

や
雇
用
保
険
か
ら
必
要
な
給
付
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
の
他
、
児
童
手
当
、

一
定
の
場
合
は
児
童
扶
養
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
の
で
担
当
窓
口
に
問
い

合
わ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

社
員
の
出
産
か
ら
職
場
復
帰
ま
で

の
一
連
の
保
険
給
付
等
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

①
　
出
産
育
児
一
時
金
等
を
申
請
す

る
と
き

　

正
常
分
娩
の
他
、妊
娠
四
カ
月（
八

十
五
日
）
以
上
の
被
保
険
者
ま
た
は

被
扶
養
者
が
出
産
し
た
場
合
で
あ
れ

ば
、
早
産
、
死
産
、
流
産
、
人
工
妊

娠
中
絶
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く

胎
児
一
人
に
つ
き
定
額
で
四
十
二
万

円
（
産
科
医
療
補
償
制
度
に
加
入
し

て
い
な
い
医
療
機
関
等
で
出
産
し
た

場
合
は
三
十
九
万
円
）
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

②
　
出
産
の
た
め
休
業
し
た
と
き

　

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
に
は
、

出
産
の
日
（
出
産
日
が
出
産
予
定
日

よ
り
遅
れ
た
と
き
は
、
出
産
予
定
日
）

以
前
四
十
二
日
（
多
胎
妊
娠
の
場
合

は
九
十
八
日
）
か
ら
出
産
日
後
五
十

六
日
の
間
に
お
い
て
「
仕
事
に
就
か

な
い
」
日
が
あ
る
と
き
に
、
出
産
手

当
金
と
し
て
一
日
に
つ
き
標
準
報
酬

日
額
の
三
分
の
二
相
当
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

か
ら
、
次
の
緩
和
措
置
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
す
。

ⅰ　

産
前
産
後
休
業
期
間
中
の
保
険

料
免
除

　

産
前
産
後
休
業
を
取
得
し
た
被

保
険
者
は
、
育
児
休
業
と
同
様
厚

生
年
金
保
険
及
び
健
康
保
険
等
の

保
険
料
が
免
除
と
な
り
ま
す
。

ⅱ　

産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
際

の
標
準
報
酬
の
改
定

　

現
行
制
度
で
は
、
産
後
休
業
終

了
後
育
児
休
業
を
取
ら
ず
に
短
時

間
勤
務
等
に
よ
り
職
場
復
帰
し
、

報
酬
が
低
下
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
報
酬
月
額
改
定
の
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
が
、
来
年
度
か
ら
は
産
後

休
業
終
了
後
の
三
カ
月
間
の
報
酬

月
額
に
よ
り
、
育
児
休
業
終
了
時

改
定
と
同
様
の
報
酬
月
額
の
改
定

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

③
　
児
童
手
当
を
申
請
す
る
と
き

　

中
学
校
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
人
に
、
子
ど
も
一
人

に
つ
き
一
定
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

児
童
手
当
は
、
認
定
請
求
を
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
の
で
（
⑤
も
同
じ
）、
手
続

き
は
早
急
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し

ょ
う
。

④
　
児
童
扶
養
手
当
を
申
請
す
る
と
き

　

父
母
の
離
婚
な
ど
父
ま
た
は
母
の

一
方
か
ら
し
か
養
育
を
受
け
ら
れ
な

い
一
人
親
家
庭
な
ど
の
児
童
の
う
ち
、

十
八
歳
に
到
達
し
た
日
以
後
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児

童
を
養
育
す
る
所
得
が
一
定
水
準
以

下
の
人
が
申
請
で
き
ま
す
。
金
額
は

所
得
額
に
よ
り
全
部
支
給
、
一
部
支

給
、
支
給
停
止
の
い
ず
れ
か
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
児
童
手
当
も
受
け
ら

れ
ま
す
の
で
、
一
緒
に
申
請
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

⑤
　
育
児
休
業
給
付
金
を
申
請
す
る

と
き

　

原
則
と
し
て
一
歳
ま
た
は
一
歳
二

カ
月
未
満
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に

育
児
休
業
を
取
得
す
る
雇
用
保
険
の

一
般
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
育
児
休

業
開
始
前
二
年
間
に
、
賃
金
支
払
基

礎
日
数
が
十
一
日
以
上
あ
る
月
が
通

算
し
て
十
二
カ
月
以
上
あ
る
人
の
育

児
休
業
期
間
中
の
賃
金
が
一
定
額
を

下
回
っ
た
場
合
に
、
原
則
と
し
て
一

支
給
単
位
期
間
（
三
十
日
）
に
つ
い

て
、
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
支
給

日
数
を
掛
け
た
額
の
五
〇
％
相
当
額

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑥
　
育
児
休
業
期
間
中
の
保
険
料
免

除
の
申
出
を
す
る
と
き

　

育
児
休
業
期
間
中
の
社
会
保
険
料

免
除
を
希
望
す
る
と
き
は
、
産
後
休

社
員
が

　出
産
し
た
と
き



3─3月号

業
終
了
後
、
年
金
事
務
所
に
下
記
表

中
⑥
を
提
出
し
ま
す
。
こ
の
手
続
き

に
よ
り
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間

は
被
保
険
者
期
間
と
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
の
で
、
年
金
額
は
減
額
さ
れ
ま

せ
ん
。

　

免
除
期
間
は
、
育
児
休
業
等
開
始

日
（
女
性
の
場
合
は
出
産
日
後
五
十

七
日
目
）
の
属
す
る
月
か
ら
育
児
休

業
終
了
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
の
前

月
ま
で
の
期
間
（
最
大
で
三
年
間
）

で
す
。

⑦
　
当
初
の
予
定
よ
り
早
く
育
児
休

業
を
終
了
し
た
と
き

　

育
児
休
業
の
期
間
が
当
初
の
予
定

よ
り
早
く
終
了
し
た
と
き
に
は
、
そ

の
手
続
き
を
し
ま
す
。

⑧
　
育
児
休
業
前
と
出
社
後
の
標
準

報
酬
月
額
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き

　

三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
被
保

険
者
が
、
育
児
休
業
終
了
後
に
短
時

間
勤
務
に
変
更
し
て
復
帰
す
る
場
合
、

報
酬
月
額
（
給
与
）
は
低
く
な
る
の

が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、

育
児
休
業
等
終
了
日
の
翌
日
の
属
す

る
月
以
後
三
カ
月
間
に
受
け
た
報
酬

の
総
額
を
そ
の
期
間
の
月
数
（
報
酬

支
払
基
礎
日
数
が
十
七
日
未
満
の
月

は
除
く
）
で
割
っ
た
額
と
従
前
の
標

準
報
酬
月
額
と
を
比
べ
て
標
準
報
酬

等
級
に
一
等
級
以
上
の
差
が
生
じ
た

と
き
に
は
、
報
酬
月
額
の
改
定
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
改

定
は
通
常
の
随
時
改
定
に
比
べ
て
要

件
が
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
間
の
保
険
料
及

び
傷
病
手
当
金
な
ど
の
保
険
給
付
は

新
た
な
標
準
報
酬
月
額
に
基
づ
き
計

算
さ
れ
ま
す
。

⑨
　
年
金
額
を
育
児
休
業
前
の
高
い

報
酬
で
計
算
し
て
ほ
し
い
と
き

　

⑧
の
申
出
を
し
た
被
保
険
者
が
、

年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
標
準

報
酬
月
額
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
開

始
前
（
従
前
）
の
高
い
標
準
報
酬
月

額
で
計
算
し
て
欲
し
い
と
き
に
は
、

そ
の
申
出
を
し
ま
す
。

⑩
　
⑨
の
特
例
を
終
了
す
る
と
き

　

⑨
を
提
出
し
た
人
の
う
ち
特
例
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
（
子
を
養

育
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
子
が
死
亡

し
た
と
き
）
に
提
出
し
ま
す
。

こういうときには 様式名 提出期限 提出先

① 出産育児一時金等を申請するとき 健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書 すみやかに 協会けんぽ等

② 出産のため休業したとき 健康保険出産手当金支給申請
書 すみやかに 協会けんぽ等

③ 児童手当を申請するとき 児童手当認定請求書 すみやかに 住所地の市区町村

④ 児童扶養手当を申請するとき 児童扶養手当認定請求書 すみやかに 住所地の市区町村

⑤ 育児休業給付金を申請するとき 育児休業給付金支給申請書 ４カ月以内 ハローワーク

⑥ 育児休業期間中の保険料免除の
申出をするとき

健康保険・厚生年金保険育児休
業等取得者申出書(新規・延長)

産後休業
終了後 年金事務所

⑦ 当初の予定より早く育児休業を
終了したとき

健康保険・厚生年金保険育児
休業等取得者終了届 すみやかに 年金事務所

⑧ 育児休業前と出社後の標準報酬
月額に変動があったとき

健康保険・厚生年金保険育児
休業等終了時報酬月額変更届

職場復帰後
４ヵ月目 年金事務所

⑨ 年金額を育児休業前の高い報酬
で計算してほしいとき

厚生年金保険養育期間標準報
酬月額特例申出届 ⑧と一緒に 年金事務所

⑩ ⑨の特例措置を終了するとき 厚生年金保険養育期間標準報
酬月額特例終了届 すみやかに 年金事務所



3月号─4

　休憩時間とは、労働者が労働から離れる
ことを権利として保障されている時間をい
います。したがって、実際に作業に従事し
ない待機時間等（いわゆる手待時間）は自
由に利用することができない時間ですので、
休憩ではなく労働時間となります。
　労働時間が６時間を超え８時間以下の場
合は少なくとも45分、８時間を超える場合
は、少なくとも60分の休憩時間を労働時
間の途中に与えなければならないことが労
働基準法で定められています。
　たとえば一勤務の労働時間の合計が６時
間以下の場合は休憩時間を与える必要はあ
りませんが、８時間を超える場合は、その
時間が何時間であっても60分の休憩を与
えればよいことになります。ただし、時間
外労働が長くなる場合は、身体への影響、
事故防止の観点からも適切な長さの休憩時
間を付与することが望ましいとされていま

す。なお、休憩時間の上限についての定め
はありませんが、休憩時間が長いと拘束時
間も長くなりますので留意すべきでしょう。
　①列車、気動車、電車、自動車、船舶ま
たは航空機の乗務員で長距離にわたり継続
して乗務する人、②屋内勤務者30人未満
の郵便局で、郵便・通信、電話の業務に従
事する人、③①以外の乗務員で勤務中の停
車時間、折返しによる待合せ時間等の合計
が休憩時間に該当する人には休憩を付与し
なくてもよいものとされています。
　休憩を与えなかった場合、与えても一斉
に与えなかった場合（運輸交通業、商業、
金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健
衛生業、接客娯楽業、官公署は、原則どお
り一斉休憩を適用すると公衆の不便を生ず
るため一斉付与は適用されない）、自由に
利用させなかった場合（警察官、消防職員、
児童と起居を共にする乳児院、養護施設等
の職員等には自由利用の原則は適用されな
い）には、６カ月以下の懲役または30万
円以下の罰金に処せられます。

　配偶者からの暴力（DV）により配偶者（DV
加害者）と住居が異なるDV被害者は、配
偶者の所得に関係なく、本人の前年所得が
一定以下であれば、毎年７月から翌年６月
までの１年間にかかる国民年金保険料の全
額または一部が免除になります。
　申請は毎年、「国民年金保険料免除・納付
猶予申請書」、配偶者と住居が異なること
等の申出書、住居地が確認できる書類を添
付して年金事務所に行います。
　初回の申請には婦人相談所または配偶者
暴力相談支援センター等（詳細は、内閣府
男女共同参画局HP参照）公的機関が発行
する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関
する証明書」、年金手帳等を添付する必要
があります。なお、所得に関しては、本人
のほか、父母等の世帯主が審査対象となる
場合がありますので、年金事務所に相談す
るとよいでしょう。

　
う
つ
病
な
ど
で
休
職
し
て
い
る
社

員
を
ス
ム
ー
ズ
に
職
場
復
帰
さ
せ
る

方
法
の
一
つ
と
し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
勤

務
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
リ
ハ
ビ
リ
勤
務
期
間
に
つ
い
て

は
、
①
労
務
不
能
で
報
酬
の
支
払
い

が
な
い
こ
と
、
②
事
業
主
か
ら
指
揮

命
令
や
拘
束
を
受
け
な
い
こ
と
（
本

来
の
業
務
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
）、

③
主
治
医
の
指
示
の
も
と
の
リ
ハ
ビ

リ
勤
務
で
あ
る
こ
と
ま
た
は
障
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
て
い
る
リ

ハ
ビ
リ
勤
務
制
度
に
基
づ
く
リ
ハ
ビ

リ
勤
務
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
を

満
た
せ
ば
健
康
保
険
か
ら
傷
病
手
当

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
無
報
酬
の
リ
ハ
ビ
リ
勤
務

は
、
い
か
な
る
簡
易
な
業
務
で
も
指

揮
命
令
が
で
き
ず
社
員
の
自
主
性
に

委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

就
労
で
は
な
い
リ
ハ
ビ
リ
勤
務
の
仕

事
中
及
び
通
勤
途
上
の
事
故
に
つ
い

て
は
労
災
保
険
か
ら
給
付
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

休憩時間

DV被害者の国民年金保険料の
特例免除リ

ハ
ビ
リ
勤
務


